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※　国出議員は議長のため、採決には加わりません。

議案第７４号　　明石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定のこと 〔表示例〕　　　　○・・・賛成
〃　第７５号　　明石市議会議員及び明石市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例制定のこと ×・・・反対
〃　第７６号　　明石市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制定のこと △・・・継続審査に賛成

〃　第７７号　　明石市印鑑条例の一部を改正する条例制定のこと ▲・・・継続審査に反対

〃　第７８号　　明石市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定のこと 除・・・除斥※
〃　第７９号　　令和７年度明石市一般会計補正予算（第５号） 棄・・・棄権
〃　第８０号　　令和７年度明石市財産区特別会計補正予算（第１号） 欠・・・欠席
〃　第８１号　　令和７年度明石市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） ※　除斥とは、議会における審議を公正なものとす

〃　第８２号　　令和７年度明石市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 　るために、議案等と一定の利害関係を有する議員

〃　第８３号　　令和７年度明石市水道事業会計補正予算（第１号） 　は、その審議及び採決に参加することができない

〃　第８４号　　令和７年度明石市下水道事業会計補正予算（第１号） 　とする制度です。（地方自治法第１１７条）

〃　第８５号　　議決事項一部変更のこと
〃　第８６号　　調停の申立てのこと
〃　第８７号　　水とみどりでつながるあかしネイチャーポジティブ宣言のこと
〃　第８８号　　市道路線認定のこと
〃　第８９号　　明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定のこと
〃　第９０号　　明石市特別職の職員の給与に関する条例及び明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例の一部を改正する条例制定のこと
〃　第９１号　　明石市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定のこと
〃　第９２号　　明石市立学校職員の給与等に関する条例及び明石市立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定のこと
〃　第９３号　　令和７年度明石市一般会計補正予算（第６号）

議員提出議案第５号　　子どものゆたかな学びと育ちを保障するための２０２６年度政府予算に係る意見書提出のこと

請願受理第８号　精神障害者の医療費助成の拡大に関する請願
〃　　　第９号　子どものゆたかな学びと育ちを保障するための２０２６年度政府予算に係る意見書採択の請願

× ○ × 否　　　決修正動議 × × × ○ ○ ○× × × × × ×× × × × × ×

議案の概要については
「議案・審議結果」→「議案一覧」

からご覧ください。 
  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

原案可決

継続否決▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲▲ ▲ △ △ △ △△ △ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ △ △ △議案第８７号 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○議員提出議案第５号 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 採　　　択○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○請願受理第８号、同第９号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○
議案第７４号～同第８６号、
同第８８号、同第８９号、
同第９２号、同第９３号

○ ○ ○ ○ ○

明石かがやきネット公明党

令和７年第２回定例会１２月議会

議案

自由民主党明石 市民の会 明石維新の会

採決結果

○ 原案可決

議案第９１号 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

原案可決× × × ○ ○ ○

議案第９０号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 原案可決○ ○ ○ × × ×


